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神奈川県警察官服制及び服装規程を次のように定める。 

 神奈川県警察官服制規程 

目次 

第1章 総則(第1条－第1条の3) 

第2章 服制(第2条－第5条) 

第3章 服装等の一部省略等(第6条－第10条) 

第4章 特殊な被服等(第11条－第30条) 

附則 

 

第1章 総則 

(趣旨) 



第1条 この訓令は、警察官の服制に関する規則(昭和31年国家公安委員会規則第4号。

以下「規則」という。)、交通取締用自動車による警察活動に従事する警察官の服制(平

成2年警察庁告示第1号)及び警察官の服制に関する細則(平成6年警察庁訓令第1号)

に定めるもののほか、神奈川県警察官(以下「警察官」という。)の服制に関し、必要な

事項を定めるものとする。 

(エンブレムの図柄の制式) 

第1条の2 規則別表に定める制服、活動服、防寒服及び制服用ワイシャツに付けるエン

ブレムに入れる図柄は、別に定める神奈川県警察シンボルマークとする。 

(ベルトのバックルの制式) 

第1条の3 ベルトのバックルに入れる図柄は、日章とする。 

第2章 服制 

(服装等) 

第 2条 警察官は、勤務中は、制服、制帽、制服用ワイシャツ、制服用ネクタイ、ベルト、

靴下及び靴を着用し、並びに帯革、警笛、手錠並びに階級章及び識別章を着装しなけ

ればならない。 

2 警察官は、警察官等けん銃使用及び取扱い規範(昭和 37年国家公安委員会規則第 7号)、

警察官等警棒等使用及び取扱い規範(平成13年国家公安委員会規則第14号)、神奈川県

警察けん銃使用及び取扱細則(昭和37年神奈川県警察本部訓令第21号)及び神奈川県警

察警棒等使用及び取扱細則(平成14年神奈川県警察本部訓令第17号)に定めるところに

より、拳銃及び警棒を着装しなければならない。 

3 警察官は、拳銃を携帯する場合には、拳銃入れに収め拳銃つりひもに結着して着装し

なければならない。 

4 警察官は、警棒を携帯する場合には、警棒つりに収めて着装しなければならない。 

5 警察官は、制服用ワイシャツに代えて白色ワイシャツを着用することができる。 

6 警察官は、警察本部の課長、室長及び部の附置機関の長、市警察部長、方面本部長、

サイバーセキュリティ対策本部長、警察学校長並びに警察署長(以下「所属長」とい

う。)が勤務の性質により必要と認め指示したときは、白手袋を着用しなければならな

い。 

(防寒服等の着用) 

第3条 警察官の防寒服は、規則別表で定める第1種及び第2種とする。 

2 警察官の雨衣は、規則別表で定める第1種及び第2種とする。 

3 警察官は、天候により防寒服、雨衣及び手袋を着用し、並びに雨覆いを着装すること

ができる。 

(活動服等の着用) 



第4条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制服上衣に代えて活動服を、

制帽に代えて活動帽を、制服用ネクタイに代えて活動ネクタイを着用することができ

る。 

(1) 当直勤務に従事する場合 

(2) 留置業務に従事する場合 

(3) 地域警察勤務に従事する場合 

(4) 警察用車両乗車勤務、警察用船舶乗船勤務又は警察用航空機搭乗勤務に従事する

場合 

(5) 捜索活動に従事する場合 

(6) 鑑識業務に従事する場合 

(7) 交通指導取締り又は交通事故事件捜査に従事する場合 

(8) 道路標識及び道路標示の設置又は管理に係る業務に従事する場合 

(9) 治安警備実施又は雑踏警備実施に従事する場合 

(10) 災害警備に従事する場合 

(11) 前各号に掲げる業務に準ずる業務に従事する場合 

(着用期間) 

第5条 警察官が着用する被服の着用期間は、次の表のとおりとする。 

被服 着用期間 

冬服 冬活動服 冬ベスト 冬帽子 冬活動帽子 

冬ワイシャツ 冬ネクタイ 冬活動ネクタイ 

12月1日から翌年3月31日まで 

合服 合活動服 合ベスト 合帽子 合活動帽子 

合ワイシャツ 合ネクタイ 合活動ネクタイ 

4月1日から5月31日まで及び1

0月1日から11月30日まで 

夏服 夏ベスト 夏帽子 夏活動帽子 6月1日から9月30日まで 

2 警察本部長(以下「本部長」という。)は、気温の状況等により、前項の被服の着用期

間を変更するものとする。 

第3章 服装等の一部省略等 

(上衣、制帽及び活動帽の省略) 

第 6条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制服上衣(夏服上衣を除く。)、

ベスト又は活動服を着用しないことができる。 

(1) 制服用ワイシャツを着用して勤務する場合 

(2) 白色ワイシャツを着用して室内において勤務する場合。ただし、交番勤務、窓口

勤務その他公衆の面前における勤務に従事する場合を除く。 

2 警察官は、室内において勤務する場合は、制帽及び活動帽は着用しないものとする。

ただし、交番勤務その他公衆の面前において勤務する場合は、この限りでない。 

(帯革、手錠等の省略) 

第 7条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、帯革は着装しないものとする。 



(1) 室内において勤務する場合。ただし、交番その他公衆の面前において勤務する場

合を除く。 

(2) 留置施設において看守勤務に服する場合。ただし、所属長が特に指示した場合を

除く。 

(3) 教養、講習、体育、各種作業等に従事する場合。ただし、所属長が特に必要と認

め指示した場合を除く。 

(4) 儀式に出席する場合。ただし、所属長が特に必要と認めた場合を除く。 

2 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、手錠(手錠入れを含む。)及び警笛

は着装しないものとする。 

(1) 警部以上の階級にある警察官で勤務上必要のない場合 

(2) その他勤務上着装の必要がないと所属長が認めた場合 

(識別章の省略) 

第8条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、識別章を着装しないことがで

きる。 

(1) 名札を着用している場合 

(2) 留置業務に従事する場合 

(3) 治安警備実施に従事する場合 

2 警察官は、識別章の番号標の表面の表示が適正な職務執行を妨げることとなる場合に

おいて、所属長の承認を受けたときは、当該番号標の裏面を表示することができる。 

(拳銃入れ等の省略) 

第9条 警察官は、拳銃を携帯しない場合は、拳銃入れ及び拳銃つりひもを取り外すもの

とする。ただし、勤務中一時的に拳銃を取り外した場合の拳銃つりひもは、この限り

でない。 

(服装斉一の指示) 

第10条 本部長及び所属長は、第2条第5項、第3条第3項、第4条及び第6条第1項

の規定にかかわらず、斉一を期するために必要がある場合には、服装を指示すること

ができるものとする。 

第4章 特殊な被服等 

(貸与品の制式) 

第11条 警察官に職務上貸与する貸与品のうち、他に定めのないもの及び第2条に規定

する服装以外において着用する特殊な被服等の名称及び制式は、別表のとおりとする。 

(礼装) 

第12条 警察官は、次に掲げる場合は礼装するものとする。ただし、制服に礼肩章、飾

緒を着装し、及び白手袋を着用し(以下「略礼装」という。)、又は第2条に規定する服

装に白手袋を着用して礼装に代えることができる。 

(1) 公式の儀式に出席する場合 



(2) 外国の文官、武官等を公式に訪問し、又は接受する場合 

(3) 表彰式に出席する場合 

(4) 前各号に掲げる場合のほか、本部長等が必要と認めた場合 

2 礼装又は略礼装の場合は、帯革、拳銃、警棒は着装しないものとする。 

(ヘルメットの着用) 

第13条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、制帽又は活動帽に代えて、

ヘルメットを着用することができる。 

(1) 自動車警ら勤務に従事する場合 

(2) 交通指導取締り、交通事故現場捜査活動及び交通検問に従事する場合 

(3) 災害、爆発等危険性の高い現場において各種警察活動に従事する場合 

(4) その他、勤務の性質により所属長が必要と認めた場合 

(夜光服の着用) 

第14条 警察官は、交通による受傷事故防止のため必要あるときは、夜光服を着用する

ことができる。 

(交通切符入れの携帯) 

第15条 警察官は、交通切符、交通反則切符等を携帯する場合は、交通切符入れに収納

して携帯するものとする。 

(出動服、作業服等の着用等) 

第16条 警察官は、警備実施、警備訓練等各種警察活動に従事する場合において、所属

長又は警備本部長が必要と認めて指示したときは、出動服、作業服及びその他の装備

品を着用し、着装し、携帯し、及び使用するものとする。 

(校内服の着用) 

第17条 警察学校学生は、教練、拳銃射撃、訓練その他警察学校長から指示があつたと

きは、校内服及び校内帽を着用するものとする。 

(特殊な靴の着用) 

第18条 警察官は、土地の状況、勤務の性質又は雨雪に際し、所属長が必要と認めたと

きは、特殊な靴を着用することができる。 

(地域警察官の特殊な服装) 

第19条 地域警察その他の警ら警察活動に従事する警察官は、警笛用くさりを着装する

ことができる。 

2 警ら用無線自動車勤務員及び鉄道警察隊員は、特殊警棒を携帯することができる。 

3 船舶勤務員は、制帽に白色帽子覆いを着装し、及び特殊警棒を携帯することができる。 

(交通警察官等の服装) 

第20条 交通警察の業務に従事する警察官（次条及び第24条に規定する者を除く。以下

「交通警察官」という。)は、白手袋を着用し、並びに白色帽子覆い、白色顎ひも、交



通腕章、交通帯革及び警笛用鎖を着装するものとする。ただし、業務に支障がある場

合には白手袋は着用しないことができる。 

2 前項の場合において、女性警察官は、白色帽子覆い、白色顎ひも及び警笛用鎖は着装

しないものとする。 

3 交通警察官以外の警察官が、交通整理、交通指導取締り、雑踏警戒等に従事する場合

は、第1項に定める服装の全部又は一部を用いることができる。 

(交通機動隊員等の服装) 

第21条 交通機動隊及び高速道路交通警察隊の警察官その他の交通取締用自動車による

警察活動に従事する警察官(以下「交通機動隊員等」という。)は、交通乗車服、乗車用

ヘルメット及び乗車靴を着用し、並びに交通帯革を着装しなければならない。 

2 交通機動隊員等は、必要により事故処理服、乗車用雨衣及びズボンつりを着用し、警

笛つりひもを着装し、又は特殊警棒を携帯し、さらに、交通取締用二輪車に乗務する

場合には、乗車用マフラー及び乗車用手袋を着用することができる。 

3 交通機動隊員等が着用する被服の着用期間は、次の表のとおりとする。 

被服 着用期間 

交通乗車服冬服 交通乗車服防寒服 冬ワ

イシャツ 冬ネクタイ 

12月1日から翌年3月31日まで 

交通乗車服合服 合ワイシャツ 合ネクタ

イ 

4月1日から5月31日まで及び10月1日

から11月30日まで 

交通乗車服夏服 6月1日から9月30日まで 

4 本部長は、気温の状況等により、前項の被服の着用期間を変更するものとする。 

(音楽隊員の服装) 

第22条 音楽隊員(カラーガード隊員(音楽隊員のうち演技に専従する者をいう。以下同

じ。)を除く。)は、演奏服、演技用上衣、演奏帽、演奏用ネクタイ、演奏用手袋、演奏

用靴、演技用靴等演奏効果及び演技効果を高めるために必要な特殊な被服等を着用し、

又は着装することができる。 

2 カラーガード隊員は、演技服、演技帽、演技略帽、演技用手袋、演技用靴、旗ベルト

等演技効果を高めるために必要な被服等を着用し、又は着装することができる。 

(航空隊員の服装) 

第23条 航空隊員は、標識を付けるほか、航空服、航空帽、航空ヘルメット、航空手袋

及び航空靴を着用することができる。 

(運転免許試験官の服装) 

第24条 運転免許試験官は、運転免許試験官服、試験官帽及び乗車用手袋を着用するこ

とができる。 

(署長章等の着装) 

第25条 警察署長は署長章を、副署長は副署長章を着装するものとする。 



2 機動隊長は隊長章を、機動隊の副隊長は副隊長章を着装するものとする。 

(記章の着装) 

第26条 次の各号に掲げる警察官は、当該各号に定める記章を着装するものとする。 

(1) 自動車警ら班員 自動車警ら班員章 

(2) 船舶勤務員 船舶勤務員章 

(3) 直轄警察隊員 直轄警察隊員章 

(4) 自動車警ら隊員 自動車警ら隊員章 

(5) 鉄道警察隊員 鉄道警察隊員章 

(6) 機動隊員 機動隊員章 

(7) 女性警察官特別機動隊員(特別機動隊員としての活動に従事する場合に限る。) 

女性警察官特別機動隊員章 

(8) 交通機動隊員等 交通乗車服記章 

(9) 音楽隊員 音楽隊員章 

(10) 航空隊員 航空隊員章 

(腕章の着装) 

第27条 機動隊員及び直轄警察隊員は、集団警ら、雑踏警戒等に従事する場合は、必要

により、それぞれの隊員腕章を着装することができる。 

2 所属長は、当直勤務、特別警戒その他勤務上必要と認めたときは、腕章を着装させる

ことができる。ただし、特殊な腕章を着装させる場合は、本部長の承認を受けるもの

とする。 

(女性警察官の服装の特例) 

第28条 女性警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、警笛つりひもを着装す

るものとする。 

(1) 街頭活動をする場合 

(2) 部隊行動をする場合 

(3) その他所属長が必要と認めた場合 

(私服の着用等) 

第29条 警察官は、次の各号のいずれかに該当する場合は、私服を着用することができ

る。 

(1) 職務の性質上、私服を着用して勤務することを命ぜられた場合 

(2) 所属長が特に私服の着用を命じた場合 

(3) 傷病、その他特別の理由により所属長の許可を受けた場合 

2 前項の場合で、拳銃を携帯するときは私服用拳銃入れを、手錠を携帯するときは私服

用手錠入れを着装するほか特殊警棒を携帯することができる。 

(被服等の使用承認) 



第30条 所属長は、本章に定めのない特殊な被服等を着用させる場合は、本部長の承認

を受けなければならない。 

附 則 

1 この訓令は、昭和55年4月1日から施行する。 

2 神奈川県警察官服制及び服装規程(昭和40年神奈川県警察本部訓令第13号)は、廃止

する。 

3 神奈川県警察一般職員被服貸与規程(昭和35年神奈川県警察本部訓令第16号)の一部

を次のように改正する。 

別表中                 

「 

2 音楽隊員 

盛夏演奏

服 

  
1 2 

」 

演奏用あ

ごひも 
1 

3 

標識 3 

演奏帯 1 
1 

懸章 1 

を                 

「 

2 音楽隊員 

盛夏演奏

服 

  
1 2 

」 

標識 3 3 

演奏帯 1 
1 

飾緒 1 

に、                 

「 

2 音楽隊員 

ワイシャ

ツ 

  
1 

1 

」 

帽子おお

い(白) 
1 

白手袋 1 

を                 

「 

2 音楽隊員 

ワイシャ

ツ 

  
1 

1 

」 白手袋 1 

に、                 

「 

19 
警備艇乗

員 

ワイシャ

ツ 

白色 
1 

1 

」 ネクタイ 紺色 1 

を                 



「 

19 
警備艇乗

員 

ワイシャ

ツ 

白色 
1 

1 

」 

白色帽子

おおい 

警察官型 
1 

ネクタイ 紺色 1 

に、                 

「 

20 
運転免許

試験官 

試験官帽 ゴルフ帽型 1 2 

」 

冬用試験

官服 

背広型 
1 3 

夏用試験

官服 

盛夏服型 
1 2 

ネクタイ 紺色 1 1 

を                 

「 

20 
運転免許

試験官 

試験

官帽 

冬帽

子 

形状、数量及び貸与期間並びに着装要領については

警察官の運転免許試験官に準ずる。 

」 

  夏帽

子 

  

試験

官服 

冬服 

  夏服 

  盛夏

服 

  ネクタイ 

  試験官章 

に改め

る。 

                

4 神奈川県警備実施要領(昭和36年神奈川県警察本部訓令第18号)の一部を次のように

改正する。 

第22条第1項中「警察官服制及び服装規則施行細則(昭和35年神奈川県警察本部訓

令第14号)」を「神奈川県警察官服制及び服装規程(昭和55年神奈川県警察本部訓令第

6号)」に改める。 

5 神奈川県警察けん銃警棒等使用及び取扱細則(昭和37年神奈川県警察本部訓令第21

号)の一部を次のように改正する。 

第2条第2項中「(昭和40年神奈川県警察本部訓令第13号)第8条」を「(昭和55年

神奈川県警察本部訓令第6号)第11条」に改める。 

6 神奈川県警察外勤警察運営規程(昭和45年神奈川県警察本部訓令第1号)の一部を次の

ように改正する。 

第18条第2項及び第3項を削る。 



附 則(昭和56年3月10日神奈川県警察本部訓令第6号) 

この訓令は、昭和56年4月1日から施行する。 

附 則(昭和57年4月1日神奈川県警察本部訓令第5号) 

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。 

附 則(昭和57年9月10日神奈川県警察本部訓令第10号) 

この訓令は、昭和57年10月1日から施行する。 

附 則(昭和58年3月18日神奈川県警察本部訓令第9号) 

この訓令は、昭和58年4月1日から施行する。 

附 則(昭和59年3月21日神奈川県警察本部訓令第11号) 

この訓令は、昭和59年4月1日から施行する。 

附 則(昭和61年2月4日神奈川県警察本部訓令第2号) 

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。 

附 則(昭和62年3月16日神奈川県警察本部訓令第5号) 

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 

附 則(昭和62年3月27日神奈川県警察本部訓令第6号) 

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。 

附 則(平成2年3月19日神奈川県警察本部訓令第4号) 

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。 

附 則(平成3年6月6日神奈川県警察本部訓令第9号) 

この訓令は、平成3年6月10日から施行する。 

附 則(平成3年12月25日神奈川県警察本部訓令第23号) 

この訓令は、平成4年1月1日から施行する。 

附 則(平成4年7月8日神奈川県警察本部訓令第30号) 

この訓令は、平成4年7月8日から施行する。 

附 則(平成4年10月6日神奈川県警察本部訓令第33号) 

この訓令は、平成4年10月8日から施行する。 



附 則(平成5年11月25日神奈川県警察本部訓令第21号) 

この訓令は、平成5年12月1日から施行する。 

附 則(平成6年3月30日神奈川県警察本部訓令第9号) 

この訓令は、平成6年4月1日から施行する。 

附 則(平成6年11月1日神奈川県警察本部訓令第25号) 

1 この訓令は、平成6年11月6日から施行する。 

2 改正前の様式に基づいて作成した用紙は、なお当分の間、必要な調整をして使用する

ことができる。 

附 則(平成7年3月16日神奈川県警察本部訓令第1号) 

この訓令は、平成7年3月16日から施行する。 

附 則(平成8年3月1日神奈川県警察本部訓令第1号) 

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。 

附 則(平成9年7月31日神奈川県警察本部訓令第17号) 

この訓令は、平成9年8月1日から施行する。 

附 則(平成10年3月2日神奈川県警察本部訓令第4号) 

1 この訓令は、平成10年4月1日から施行する。ただし、別表及び図中作業服現場鑑識

用(夏用)に係る規定は、同年8月1日から施行する。 

2 改正前の制式に基づいて作成した作業服現場鑑識用及び作業帽現場鑑識用は、なお当

分の間、使用することができる。 

附 則(平成10年9月29日神奈川県警察本部訓令第14号) 

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。 

附 則(平成10年9月30日神奈川県警察本部訓令第15号) 

この訓令は、平成10年10月1日から施行する。 

附 則(平成11年11月30日神奈川県警察本部訓令第13号) 

この訓令は、平成11年12月1日から施行する。 

附 則(平成14年5月1日神奈川県警察本部訓令第16号) 

この訓令は、公布の日から施行する。 



附 則(平成14年9月20日神奈川県警察本部訓令第26号) 

この訓令は、平成14年10月1日から施行する。 

附 則(平成18年3月13日神奈川県警察本部訓令第6号) 

1 この訓令は、平成18年4月1日から施行する。 

2 改正前の制式に基づいて作成した女性警察官用ヘルメットは、なお当分の間、使用す

ることができる。 

附 則(平成19年1月10日神奈川県警察本部訓令第1号) 

1 この訓令は、平成19年2月1日から施行する。 

2 改正前の制式に基づいて作成した交通乗車服記章は、なお当分の間、使用することが

できる。 

附 則(平成19年5月30日神奈川県警察本部訓令第14号) 

この訓令は、平成19年6月1日から施行する。 

附 則(平成29年2月17日神奈川県警察本部訓令第4号) 

この訓令は、平成29年3月1日から施行する。 

附 則(平成31年3月26日神奈川県警察本部訓令第1号) 

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。 

附 則(令和4年2月8日神奈川県警察本部訓令第1号) 

1 この訓令は、令和4年2月8日から施行する。 

2 改正前の制式に基づいて作成した特殊警棒、作業服現場鑑識用、作業帽現場鑑識用及

び交通乗車服記章は、なお当分の間、使用することができる。 

別表(第11条関係) 

他に定めないもの、第2条(服装等)以外において着用する特殊な被服等の名称及び制式 

共通 

手錠 

(鍵を含む。) 

色 黒色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

警笛 

(所属貸与品

は、ひもを含ま

ない。) 

警

笛 

色 個人貸与品は白色、所属貸与品は白色及び黒色 

材

質 
合成樹脂 

制

式 
形状図のとおり 



ひ

も 

色 黒色 

地

質 
綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物の編ひも 

制

式 
形状図のとおり 

拳銃入れ 

色 黒色又は白色 

材質 牛革又は牛革及び合成皮革 

制式 形状図のとおり 

私服用拳銃入れ 

シ

ョ

ル

ダ

ー

型 

色 茶色 

材

質 
牛革 

制

式 
形状図のとおり 

ポ

シ

ェ

ッ

ト

型 

色 黒色、緑色、茶色又は紺色 

材

質 
人造繊維及び合成皮革 

制

式 
形状図のとおり 

私服用手錠入れ 

色 茶色 

材質 牛革又は合成皮革 

制式 形状図のとおり 

特殊警棒 

色 黒色 

材質 金属 

制式 

握り部円筒(第1段)にそれぞれ口径の異なる円筒

(第2段、第3段)が納められ、握り基部に固定の留

め金によりこれを支える。刃止部に携帯ひもを通

す。形状図のとおり 

特殊警棒入れ 

色 黒色 

材質 革又は合成皮革 

制式 形状図のとおり 

白手袋 

色 白色 

材質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 形状図のとおり 

地域警察活動用

手袋 

色 黒色 

材質 人造繊維及び金属 

制式 形状図のとおり 

帽子覆い 雨 色 透明 



覆

い 

地

質 
ビニール 

制

式 

円形とし、ふちに白色のゴムひもを入れる。形状図

のとおり 

白

色

覆

い 

色 白色(夜光性を含む。) 

地

質 
綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡繊維 

制

式 
雨覆いと同様とする。 

白色顎ひも 

色 白色 

材質 革又はビニール 

制式 
形状は制帽のものと同様とするが、幅1.5センチメ

ートルとし、帽子腰部の前部及び後部に付ける。 

乗車用ヘルメッ

ト 

色 白色 

材質 硬質の合成樹脂 

制式 ヘルメット形とする。形状図のとおり 

交通帯革 

色 白色(夜光製銀白色を含む。) 

材質 革及び合成皮革 

制式 
形状は規則に定める帯革と同様とする。ただし、拳

銃入れ及び警棒つりを除く。 

警笛用鎖 

色 銀色 

材質 金属 

制式 

長さ35センチメートルとし、警笛の取付部分に直

径2センチメートルの輪金を、他の端に肩章かけを

付ける。 

警笛つりひも 

色 白色 

地質 人造繊維 

制式 レニヤードとする。形状図のとおり 

交通腕章 

色 白色及び緑色 

地質 ビニール又は繊維織物 

制式 形状図のとおり 

交通切符入れ 

色 黒色 

材質 革又は合成皮革 

制式 形状図のとおり 

夜光服 

色 紺色又は黒色 

材質 合成皮革又は繊維織物 

制式 
前面から後面にかけて夜光性のテープを縫着したチ

ョッキ式とする。形状図のとおり 



作業服 

上

衣 

色 濃紺色又は青色及び黄色 

地

質 
麻、綿、人造繊維又はこれらの混紡織物 

制

式 
形状図のとおり 

ズ

ボ

ン 

色 上衣と同様とする。 

地

質 
上衣と同様とする。 

制

式 
形状図のとおり 

作業帽 

色 作業服と同様とする。 

地質 作業服と同様とする。 

制式 形状図のとおり 

校内服 

色 作業服と同様とする。 

地質 作業服と同様とする。 

制式 作業服と同様とする。 

校内帽 

色 校内服と同様とする。 

地質 校内服と同様とする。 

制式 作業帽と同様とする。 

標識 

色 紺色、コバルト金色、銀色、赤色及び黄色 

地質 
毛織物又は綿織物に金糸、銀糸及び黄色糸で刺しゅ

う 

制式 
台地に神奈川県警察と刺しゅうする。形状図のとお

り 

特殊な靴 

半

長

靴 

色 黒色 

材質 革 

制式 形状図のとおり 

ゴ

ム

長

靴 

色 黒色又はアイボリー 

材質 ゴム 

制式 形状図のとおり 

特別警戒腕章 

色 紺色及び白色 

材質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡繊維 

制式 形状図のとおり 

警察腕章 

色 黄色及び黒色 

材質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡繊維 

制式 形状図のとおり 

防犯腕章 色 緑色及び黒色 



材質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡繊維 

制式 形状図のとおり 

女性警察

官 

短靴 

色 黒色又は茶色 

材質 革 

制式 形状図のとおり 

半長靴 

色 黒色 

材質 革 

制式 形状図のとおり 

ひも付き短靴 

色 黒色 

材質 革 

制式 形状図のとおり 

礼装 礼服 

冬

礼

服 

男

性 

上

衣 

色 黒色 

地質 
毛織物、人造繊維織物若しくは合成繊維織物又はこ

れらの混紡織物 

制

式 

襟

及

び

襟

章 

折襟式、剣襟式とする。両襟の上襟に、金色モール

製の桜模様の襟章各1個を付ける。形状図のとおり 

肩 
両肩に礼肩章の留め金通し各3個を、右肩に飾緒留

めの黒色ボタン1個を付ける。形状図のとおり 

前

面 

日章を付けた金色の金属製ボタン4個を1行に付

け、下前持ち出し式とし、下胴回りをしぼる。ポケ

ットは、左右胸部及び腰部に各1個とし、胸部ポケ

ットにひだ2条を設ける。ポケットにはふたを付

け、日章を付けた金色の金属製ボタン各1個で留め

る。形状図のとおり 

後

面 
さいばらとし、すその中央を裂く。形状図のとおり 

そ

で

及

び

そ

で

章 

長そでとし、両そでの下端に近い部位にしま織金線

及び階級に応じて1条ないし3条の黒色しま織線を

付ける。形状図のとおり 

ズ

ボ

ン 

色 上衣と同様とする。 

地質 上衣と同様とする。 

制式 
長ズボンとし、両わきの縫いに沿つて黒色しま織線

の側線を付ける。両側及び左右後方にポケット各1



個を付け、左後方のポケットに黒色のボタン1個を

付ける。すそ口はシングルとする。形状図のとおり 

女

性 

上

衣 

色 黒色 

地質 男性上衣と同様とする。 

制式 男性上衣と同様とする。 

ス

カ

ー

ト 

色 上衣と同様とする。 

地質 上衣と同様とする。 

制式 規則別表の2で定める冬服スカートと同様とする。 

ズ

ボ

ン 

色 上衣と同様とする。 

地質 上衣と同様とする。 

制式 男性ズボンと同様とする。 

夏

礼

服 

男

性 

上

衣 

色 灰み青色 

地質 
毛織物、麻織物、人造繊維織物、合成繊維織物若し

くはこれらの混紡織物又は交織織物 

制

式 

襟

及

び

襟

章 

冬礼服上衣と同様とする。ただし、桜花模様の襟章

は銀色モール製とする。 

肩 
冬礼服上衣と同様とする。ただし、飾緒留めのボタ

ンは灰み青色とする。 

前

面 

冬礼服上衣と同様とする。ただし、ボタンは日章を

付けたいぶし銀色の金属製とする。 

後

面 
冬礼服上衣と同様とする。 

そ

で

及

び

そ

で

章 

長そでとし、両そでの下端に近い部位にしま織銀線

及び階級に応じて1条ないし3条の灰み青色のしま

織線を付ける。形状図のとおり 

ズ

ボ

ン 

色 上衣と同様とする。 

地質 上衣と同様とする。 

制式 
冬礼服ズボンと同様とする。ただし、側線及び左後

方ポケットのボタンは灰み青色とする。 

女

性 

上

衣 

色 灰み青色 

地質 男性上衣と同様とする。 

制式 男性上衣と同様とする。 



ス

カ

ー

ト 

色 上衣と同様とする。 

地質 上衣と同様とする。 

制式 冬礼服スカートと同様とする。 

ズ

ボ

ン 

色 上衣と同様とする。 

地質 上衣と同様とする。 

制式 男性ズボンと同様とする。 

礼帽 

冬

礼

帽 

男性 

色 黒色 

地質 冬礼服上衣と同様とする。 

制式 

形状は円形とし、前ひさし及び顎ひもは黒色とす

る。顎ひもは、腰の両側において金色の金属製日章

各1個で留める。まちの両側に各2個のはとめを付

ける。前ひさしの表面に黒色の布製台地を張り、そ

の前縁に沿つて金色モール製の桜花桜葉模様を付け

る。形状図のとおり 

記章 
金色の金属製日章をモール製金色花で囲む。台地

は、黒色の織物とする。形状図のとおり 

帯章 

腰に黒色のななこべりを巻き、警部以上の階級の場

合にはじや腹組金線及びじや腹組黒線を、警部補の

階級の場合にはじや腹組黒線を巻く。形状図のとお

り 

女性 

色 黒色 

地質 冬礼服上衣と同様とする。 

制式 

規則別表の2で定める制帽と同様とし、つば前面の

表面に、前縁に沿つて金色モール製の桜花桜葉模様

を付ける。 

夏

礼

帽 

男性 

色 灰み青色 

地質 夏礼服上衣と同様とする。 

制式 
冬礼帽と同様とする。ただし、あごひも留めの金属

製日章及び前ひさしの桜花桜葉模様は銀色とする。 

記章 冬礼帽と同様とする。 

帯章 

腰に灰み青色とあやたけべりを巻き、警部以上の階

級の場合にはじや腹組銀線及びじや腹組灰み青色線

を、警部補の階級の場合にはじや腹組灰み青色線を

巻く。形状図のとおり 

女性 

色 灰み青色 

地質 冬礼帽と同様とする。 

制式 
冬礼帽と同様とする。ただし、つば前面の桜花桜葉

模様は銀色とする。 

ネクタイ 冬礼服 シルバーグレーの無地のものとする。 



用 

夏礼服

用 
薄紺色の無地のものとする。 

飾緒 

冬礼服

用 

金色の丸打ちひも2条でこれを三つ編みにしたもの

1条を留め革から出し、ひもの先端に日章及び桜花

模様を付けた金色の金属製金具各1個を付ける。形

状図のとおり 

夏礼服

用 

冬礼服用のものと同様とする。ただし、丸打ちひも

は1条とし、ひも及び金具各1個を付ける。形状寸

法図のとおり 

礼肩章 

冬礼服

用 

階級に応じて、金色の丸打ちひも2本ないし4本を

引きそろえ、1列五つ編ないし六つ目編とし、警視

正以上の階級の場合には階級に応じて1個ないし3

個の金色の金属製日章を、警視以下の階級の場合に

は階級に応じて1個ないし3個の銀色の金属製日章

を付け、その上部に日章を付けた金色の金属製丸ボ

タン1個を付ける。形状図のとおり 

夏礼服

用 

冬礼服のものと同様とする。ただし、丸打ちひも及

び警視以下の階級の金属製丸ボタンは銀色とする。 

署長章等 

署長章 

色 金色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

副署長章 

色 銀色。ただし、日章のみ金色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

隊長章 

色 金色及び黒色 

材質 
金色モール及び綿若しくは人造繊維又はこれらの混

紡織物 

制式 形状図のとおり 

副隊長章 

色 銀色及び黒色 

材質 
銀色モール及び綿若しくは人造繊維又はこれらの混

紡織物 

制式 形状図のとおり 

記章 

自動車警ら班員

章 

色 金色、白色及びえんじ色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

船舶勤務員章 

色 金色、白色及びマリンブルー色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 



直轄警察隊員章 

色 銀色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

自動車警ら隊員

章 

色 金色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

鉄道警察隊員章 

色 金色及び黒色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

機動隊員章 

色 金色、白色及びえんじ色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

女性警察官特別

機動隊員章 

色 青色、白色及びえんじ色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

交通

乗車

服記

章 

交通機動

隊員等 

色 青色、金色及び橙色 

地質 ナイロン織物に金糸、橙糸及び黒糸で刺しゅう 

制式 形状図のとおり 

交通事故

防止対策

隊員（女

性） 

色 水色、赤色、金色、銀色、橙色、白色及び黒色 

地質 
ナイロン織物に金糸、銀糸、橙糸、黒糸及び白糸で

刺しゅう 

制式 形状図のとおり 

音楽隊員章 

色 金色 

材質 金属 

制式 形状図のとおり 

航空隊員章 

色 金色 

材質 金属又は布製 

制式 形状図のとおり 

機動隊員腕章 

色 緑色、黄色、橙色及び青色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 形状図のとおり 

直轄警察隊員腕

章 

色 紺色及び黄色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 形状図のとおり 

交通機動

隊員等 
乗車用手袋 

色 黒色及び白色 

材質 革及び合成皮革 

制式 そで部は白色とし、他は黒色とする。形状図のとお



り 

ズボンつり 

色 濃紺色又は黒色 

材質 
金属及び人造繊維又は合成繊維並びにこれらの混紡

織物 

制式 形状図のとおり 

乗車靴 

色 黒色 

材質 革 

制式 形状図のとおり 

事故処理服 

色 黄色、白色及び黒色 

材質 合成繊維織物とし、はつ水加工を施す。 

制式 形状図のとおり 

音楽隊員

(カラーガ

ード隊員

を除く。) 

演奏

服 

冬服 

上

衣 

色 桜色 

地質 毛若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制

式 

襟 折襟式、並襟とする。形状図のとおり 

前

面 

シングル形とし、金色の金属製ボタン3個を1行に

付け、左胸部に飾りポケットを付ける。形状図のと

おり 

後

面 
形状図のとおり 

そ

で 

隊長及び副隊長は、両そでに後ろ上がりで斜めに金

糸しま3本及び黒しまじや腹1本を縫い付け、隊員

は、両そでに後ろ上がりで斜めに金糸しま2本及び

黒しまじや腹1本を縫い付ける。左そで上部に標識

を付ける。形状図のとおり 

ズ

ボ

ン 

色 黒灰色 

地質 上衣と同様とする 

制式 

長ズボン式とし、後方左右にポケット各1個を付け

る。すそはシングルとし、両側に黒色の線を縦に付

ける。形状図のとおり 

合服 
上

衣 

色 クリーム色 

地質 冬服と同様とする。 

制

式 

襟 冬服と同様とする。 

前

面 
冬服と同様とする。 

後

面 
冬服と同様とする。 

そ

で 

隊長及び副隊長は、両そでに後ろ上がりで斜めに金

糸しま3本を縫い付け、隊員は、両そでに後ろ上が

りで斜めに金糸しま2本を縫い付ける。左そで上部



に標識を付ける。形状図のとおり 

ズ

ボ

ン 

色 黒色 

地質 冬服と同様とする。 

制式 冬服ズボンと同様とする。 

夏服 

上

衣 

色 白色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 
半そでの肩章付きワイシャツ形とし、胸部左右に各

1個のポケットを付ける。形状図のとおり 

ズ

ボ

ン 

色 合服ズボンと同様とする。 

地質 冬服と同様とする。 

制式 冬服ズボンと同様とする。 

演技服 

上

衣 

色 クリーム色及び黒色 

地質 冬服と同様とする。 

制

式 

襟 立襟とする。形状図のとおり 

前

面 

肩章付きシングル形とし、金色の金属製ボタン7個

を1行に付ける。左胸部に標識を付ける。形状図の

とおり 

後

面 
形状図のとおり 

そ

で 

両そで先上に前面は山形、後面は谷形の金糸しま2

本を縫い付ける。形状図のとおり 

ズ

ボ

ン 

色 合服ズボンと同様とする。 

地質 冬服と同様とする。 

制式 

前面はハイウエストベルト、後面は背当て付き長ズ

ボン式とし、後方左右にポケット各1個を付ける。

すそはシングルとし、両側に黒色の線を縦に付け

る。形状図のとおり 

演技用上衣 

色 白色、赤色及び紺色の配色とする。 

地質 冬服と同様とする。 

制式 ベスト形とする。 

演奏

帽 
冬帽子 

色 冬服上衣と同様とする。 

地質 冬服と同様とする。 

制式 

形状は円形とし、前ひさしは黒色とする。あごひも

は、金色とし、前に付け、腰の両側において金色の

金属製日章各1個で留める。形状図のとおり 

記章 金色の金属製とする。形状図のとおり 

帯章 

腰に黒色のななこべり及び黒しまじや腹を巻き、隊

長は、金糸じや腹を巻いて後ろに金糸しまを付け、

副隊長は、後ろに金糸しまを付ける。形状図のとお



り。 

合帽子 

色 合服上衣と同様とする。 

地質 冬服と同様とする。 

制式 冬帽子と同様とする。 

記章 冬帽子と同様とする。 

帯章 冬帽子と同様とする。 

夏帽子 

色 夏服上衣と同様とする。 

地質 夏服上衣と同様とする。 

制式 冬帽子と同様とする。 

記章 冬帽子と同様とする。 

帯章 冬帽子と同様とする。 

演奏用あごひも 

色 金色 

地質 金糸 

制式 しま織とする。形状図のとおり 

演奏用手袋 

色 白色 

材質 革又は合成皮革及びビニール 

制式 形状図のとおり 

冬演奏用ネクタ

イ 

色 濃灰色及び薄灰色 

地質 絹、毛若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 形状図のとおり 

合演奏用ネクタ

イ 

色 えんじ色 

地質 冬演奏用ネクタイと同様とする。 

制式 冬演奏用ネクタイと同様とする。 

夏演奏用ネクタ

イ 

色 紺色 

地質 冬演奏用ネクタイと同様とする。 

制式 冬演奏用ネクタイと同様とする。 

演奏用靴 

色 黒色 

材質 革、合成皮革又はエナメル 

制式 警察官短靴と同様とする。 

演技用靴 

色 演奏用靴と同様とする。 

材質 演奏用靴と同様とする。 

制式 船底形の短靴とする。 

冬用練習衣 

色 紺色又は白色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 トレーニングウェア形とする。 

夏用練習衣 
色 青色又は白色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 



制式 半そでシャツ形とする。 

運動靴 

色 青色又は白色 

材質 
綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物及び合成

ゴム 

制式 形状図のとおり 

カラーガ

ード隊員 

演技

服 

冬服 

上

衣 

色 青色、白色及び黒色 

地質 毛若しくは合成繊維又はこれらの混合物 

制

式 

肩

章 
形状図のとおり 

前

面 

ボレロ形とし、前どめは金色の金属製ボタン1個と

する。すそに金糸3本組じや腹を縫い付ける。形状

図のとおり 

後

面 

背面に金糸3本組じや腹を縫い付ける。形状図のと

おり 

そ

で 

長そで形とし、左そで上部に標識を付ける。リーダ

ーは、両そで先上に山形の金糸3本組じや腹2本を

縫い付け、一般隊員は、両そで先上に山形の金糸3

本組じや腹1本を縫い付ける。形状図のとおり 

ワ

ン

ピ

ー

ス 

色 白色 

地質 上衣と同様とする。 

制式 

たて襟、ノースリーブ形とし、金色の金属製ボタン

3個を2行に付ける。スカートすそに、黒縞じや腹

及び金糸縞を縫い付ける。形状図のとおり 

合服 

上

衣 

色 赤色、白色及び黒色 

地質 冬服と同様とする。 

制

式 

肩

章 
冬服と同様とする。 

前

面 
冬服と同様とする。 

後

面 
冬服と同様とする。 

そ

で 
冬服と同様とする。 

ワ

ン

ピ

ー

ス 

色 赤色及び白色 

地質 上衣と同様とする。 

制式 冬服ワンピースと同様とする。 

夏服 上 色 白色、赤色及び青色 



衣 地質 冬服と同様とする。 

制

式 

肩

章 
冬服と同様とする。 

前

面 
冬服と同様とする。 

後

面 
冬服と同様とする。 

そ

で 

半そで形とし、左そで上部に標識を付ける。リーダ

ーは、両そで口に金糸3本組じや腹2本を縫い付

け、一般隊員は、両そで口に金糸3本組じや腹1本

を縫い付ける。形状図のとおり 

ワ

ン

ピ

ー

ス 

色 青色及び白色 

地質 上衣と同様とする。 

制式 冬服ワンピースと同様とする。 

演技

帽 

冬帽子 

色 青色 

地質 
毛若しくは合成繊維又はこれらの混合物及びエナメ

ル 

制式 丸天形とし、前面に羽根を付ける。形状図のとおり 

記章 形状図のとおり 

合帽子 

色 赤色 

地質 冬帽子と同様とする。 

制式 冬帽子と同様とする。 

記章 冬帽子と同様とする。 

夏帽子 

色 白色 

地質 冬帽子と同様とする。 

制式 冬帽子と同様とする。 

記章 冬帽子と同様とする。 

演技

略帽 

冬略帽 

色 青色 

地質 冬服上衣と同様とする。 

制式 形状図のとおり 

記章 刺しゆうとする。形状図のとおり 

合略帽 

色 赤色 

地質 冬服上衣と同様とする。 

制式 冬略帽と同様とする。 

記章 冬略帽と同様とする。 

夏略帽 
色 白色、赤色及び青色 

地質 冬服上衣と同様とする。 



制式 冬略帽と同様とする。 

記章 冬略帽と同様とする。 

演技用靴 

色 白色 

材質 革又は合成皮革 

制式 形状図のとおり 

演技用手袋 

色 白色 

材質 革又は合成皮革 

制式 形状図のとおり 

旗ベルト 

色 白色 

材質 革又は合成皮革 

制式 形状図のとおり 

旗 

色 白色、青色及び赤色 

材質 絹若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 形状図のとおり 

鉾 

色 銀色 

材質 合成樹脂及び金属 

制式 形状図のとおり 

ポール 

色 銀色 

材質 金属 

制式 
径2センチメートル、長さ220センチメートルの円

棒とする。 

ボデースーツ 

色 赤色、白色及び青色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 上衣と下衣に分ける。 

冬用練習衣 

色 赤色又は白色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 トレーニングウェア形とする。 

夏用練習衣 

色 白色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 上衣は半そで形とし、下衣は短パン形とする。 

ジャンパー 

色 紺色 

地質 綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物 

制式 
ジャンパー形とし、胸に神奈川県警察と刺しゆうす

る。 

ウインドブレー

カー 

色 紺色 

地質 人造繊維の織物 

制式 
ウインドブレーカー形とし、胸に神奈川県警察と刺

しゆうする。 



運動靴 

色 青色又は白色 

材質 
綿若しくは人造繊維又はこれらの混紡織物及び合成

ゴム 

制式 形状図のとおり 

手袋(スベリ止

め) 

色 白色 

材質 綿及び合成樹脂 

制式 白手袋と同様とする。 

航空隊員 

航空

服 

冬(合)服 

色 オレンジ色 

地質 
防炎加工された天然繊維若しくは難燃性の合成繊維

又はこれらの混紡織物 

制式 つなぎ服とする。形状図のとおり 

防寒服 

色 オレンジ色又は茶色 

材質 革又は合成皮革 

制式 ジャンパー形とする。形状図のとおり 

夏服 

色 冬(合)服と同様とする。 

地質 冬(合)服と同様とする。 

制式 
上衣はカッター式、ズボンは長ズボン式とする。形

状図のとおり 

航空帽 

色 冬(合)服と同様とする。 

地質 冬(合)服と同様とする。 

制式 
野球帽形とし、共通のあごひもを付ける。形状図の

とおり 

記章 形状図のとおり 

職の標

示 

帽子の腰部外周に、隊長は幅1センチメートルの黒

色線2本を、副隊長は幅1センチメートル及び0.5

センチメートルの黒色線各1本を、班長は幅1セン

チメートルの黒色線1本を巻く。 

航空ヘルメット 

色 白色 

材質 硬質の合成樹脂 

制式 形状図のとおり 

航空手袋 

色 茶色 

地質 革又は繊維織物 

制式 形状図のとおり 

航空靴 

色 茶色 

材質 革又は合成皮革 

制式 形状図のとおり 

運転免許

試験官 

運転

免許
冬服 

上

衣 

色 濃紺色 

地質 天然繊維及び人造繊維の混紡織物とする。 



試験

官服 
制

式 

襟 警察官冬服と同様とする。 

前

面 
警察官冬服と同様とする。 

後

面 
警察官冬服と同様とする。 

ズ

ボ

ン 

色 上衣と同様とする。 

地質 上衣と同様とする。 

制式 警察官冬服ズボンと同様とする。 

合服 

上

衣 

色 紺色 

地質 天然繊維及び人造繊維の混紡織物とする。 

制

式 

襟 冬服と同様とする。 

前

面 
冬服と同様とする。 

後

面 
冬服と同様とする。 

ズ

ボ

ン 

色 上衣と同様とする。 

地質 上衣と同様とする。 

制式 冬服ズボンと同様とする。 

夏服 

上

衣 

色 水色 

地質 天然繊維及び人造繊維の混紡織物とする。 

制

式 

襟 警察官夏服と同様とする。 

前

面 
警察官夏服と同様とする。 

後

面 
警察官夏服と同様とする。 

ズ

ボ

ン 

色 あい色 

地質 天然繊維及び人造繊維の混紡織物とする。 

制式 冬服ズボンと同様とする。 

試験

官帽 

冬帽子 

色 冬服と同様とする。 

地質 冬服と同様とする。 

制式 

丸天形とし、帽子上部に通風用はとめ4個を付け、

腰部に白線(幅0.5センチメートル)を2条巻く。形

状図のとおり 

合帽子 

色 合服と同様とする。 

地質 合服と同様とする。 

制式 冬帽子と同様とする。 

夏帽子 
色 夏服ズボンと同様とする。 

地質 夏服ズボンと同様とする。 



制式 冬帽子と同様とする。 

図(第11条、別表関係) 

(数字は寸法を示し、単位はミリメートル) 





 







 











 



 



 





 











 







 
























